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国
勢
調
査
員
が
皆
さ
ん
の
お

宅
を
訪
問
し
ま
す
。
各
世
帯
ご

と
に
調
査
関
係
書
類
を
配
布
し
、

調
査
の
内
容
や
調
査
票
の
提
出

方
法
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

調
査
員
は
総
務
大
臣
が
任
命
し
、

守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
非
常

勤
の
国
家
公
務
員
で
す
。

　
な
お
、
「
単
身
で
暮
ら
し
て

い
る
方
」「
共
働
き
の
方
」「
出

張
や
旅
行
中
の
方
」
な
ど
で
、

何
度
か
訪
問
し
て
も
お
留
守
の

場
合
は
、
郵
便
受
け
な
ど
に
調

査
関
係
書
類
を
投
函
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ご
承
知
お

き
く
だ
さ
い
。

　
国
勢
調
査
員
は
、
「
国
勢
調

査
員
証
」
と
腕
章
を
身
に
つ
け

て
い
ま
す
。
不
審
に
思
わ
れ
た

場
合
に
は
、
市
役
所
総
務
課
庶

務
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
今
回
の
国
勢
調
査
は
大
規
模

調
査
に
当
た
り
、
調
査
内
容
が

全
部
で
20
項
目
あ
り
ま
す
。
調

査
関
係
書
類
を
受
け
取
っ
た
ら
、

「
調
査
票
の
記
入
の
し
か
た
」

を
よ
く
読
ん
で
ご
回
答
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
郵
送
と
調
査
員
の

直
接
回
収
を
選
択
さ
れ
た
方
は
、

必
ず
黒
の
鉛
筆
か
シ
ャ
ー
プ
ペ

ン
シ
ル
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
調
査
項
目
　

　●

世
帯
に
つ
い
て
…
①
世
帯
の

　
種
類
②
世
帯
員
の
数
③
住
居

　
の
種
類
④
住
宅
の
建
て
方
⑤

　
住
宅
の
床
面
積
の
合
計

　●

世
帯
員
に
つ
い
て
…
①
氏
名

　
②
男
女
の
別
③
世
帯
主
と
の

　
続
き
柄
④
出
生
の
年
月
⑤
配

　
偶
者
の
有
無
⑥
国
籍
⑦
現
在

　
の
場
所
に
住
ん
で
い
る
期
間

　
⑧
５
年
前
に
は
ど
こ
に
住
ん

　
で
い
た
か
⑨
在
学
、
卒
業
等

　
教
育
の
状
況
、
⑩
９
月
24
日

　
か
ら
30
日
ま
で
の
１
週
間
の

　
就
業
状
態
⑪
従
業
地
か
通
学

　
地
⑫
従
業
地
か
通
学
地
ま
で

　
の
交
通
手
段
⑬
勤
め
か
自
営

　
か
の
別
⑭
勤
め
先
・
業
種
な

　
ど
の
名
称
と
事
業
の
内
容
⑮

　
本
人
の
仕
事
の
内
容

　
国
勢
調
査
は
、
日
本
の
人
口

や
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
国
や
都
道
府
県
区
市
町
村

の
行
政
の
基
礎
資
料
と
し
て
活

用
さ
れ
る
ほ
か
、
学
術
・
教
育

機
関
、
企
業
な
ど
幅
広
い
分
野

で
利
用
さ
れ
、
私
た
ち
の
暮
ら

し
に
役
立
て
ら
れ
ま
す

▽
各
種
法
令
に
基
づ
く
利
用
　

　
都
道
府
県
や
市
区
町
村
議
会

　
の
議
員
定
数
の
決
定
、
地
方

　
交
付
税
の
算
定
基
準
、
市
や

　
指
定
都
市
の
設
置
用
件
な
ど

　
は
、
法
令
に
よ
っ
て
国
勢
調

　
査
の
人
口
を
用
い
る
こ
と
に

　
な
っ
て
い
ま
す
。

▽
行
政
上
の
施
策
へ
の
利
用
　

　
国
や
都
道
府
県
・
市
区
町
村

　
に
お
け
る
都
市
計
画
な
ど
の

　
各
種
の
計
画
、
経
済
政
策
、

　
福
祉
施
策
、
雇
用
対
策
、
防

　
災
対
策
、
生
活
環
境
の
整
備

　
な
ど
各
種
の
行
政
の
基
礎
資

　
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

▽
行
政
の
基
礎
や
教
育
へ
の
利

　
用
　
将
来
人
口
の
推
計
、
出

　
生
率
な
ど
の
人
口
分
析
、
地

　
理
学
・
社
会
学
・
経
済
学
な

　
ど
の
学
術
研
究
の
ほ
か
、

　
小
・
中
学
校
な
ど
の
教
育
用

　
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
国
勢
調
査
は
、
統
計
法
に
よ

っ
て
厳
格
な
個
人
情
報
保
護
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
勢
調

査
に
従
事
す
る
者
に
は
、
統
計

法
に
よ
る
守
秘
義
務
が
課
せ
ら

れ
て
い
ま
す

　
調
査
関
係
者
が
調
査
票
に
記

入
さ
れ
た
内
容
を
ほ
か
に
漏
ら

し
た
り
、
調
査
票
を
統
計
作
成

の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と

は
、
統
計
法
に
よ
っ
て
固
く
禁

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
調
査
票
に
ご
記
入
い
た
だ
い

た
内
容
は
、
統
計
以
外
に
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調

査
票
は
外
部
に
漏
れ
な
い
よ
う

に
厳
重
に
管
理
し
、
集
計
が
完

了
し
た
後
に
は
完
全
に
溶
か
さ

れ
、
再
生
紙
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
り
ま
す
。
個
人
情
報
は
厳
格

に
保
護
さ
れ
ま
す
。

　
速
報
結
果
は
、
平
成
23
年
２

月
に
公
表
し
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、
年
齢
別
人
口
や
世
帯
の
状

況
な
ど
詳
し
い
統
計
デ
ー
タ
ー

は
、
平
成
23
年
６
月
以
降
、
順

次
公
表
し
ま
す
。

　
国
勢
調
査
の
結
果
は
、
報
告

書
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
、
都
道

府
県
の
図
書
館
や
市
役
所
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
も

提
供
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
生
活

や
事
業
、
将
来
の
計
画
に
も
お

役
立
て
く
だ
さ
い
。
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あ
な
た
の
調
査
票
は

　
大
切
に
守
ら
れ
ま
す

調
査
結
果
は

　
　
順
次
公
表
し
ま
す

調
査
結
果
は
よ
り
よ
い

社
会
を
築
く
た
め
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す

調
査
は
、全
部
で
20
項
目

黒
の
鉛
筆
で

　
　記
入
し
て
く
だ
さ
い

９
月
下
旬
に

　
国
勢
調
査
員
が

　
　
　
　
訪
問
し
ま
す

問合せ

総務課庶務係
（国勢調査専用ダイヤル）
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